
そ
の
他
の

情
報

安
全
安
心
課
1
66
◆

1
1
5
6

防
災
ラ
ジ
オ
を
販
売
し
ま
す

販
売
数　
200
台（
申
し
込
み
多
数

の
場
合
は
抽
選
）

価　
格　
1
台
千
円

申
し
込
み　
5
月
31
日
㈪
ま
で
に

ハ
ガ
キ
、
フ
ァ
ク
ス
、
メ
ー
ル

な
ど
で
防
災
ラ
ジ
オ
の
注
文
、

氏
名
、
住
所
、
電
話
番
号
を
記

入
の
上
、
安
全
安
心
課（
〒
443-

８
６
０
１
FAX 

66
◆

１
１
８
３ 

Ｅ

メ
ー
ル anzen@

city.gam
a

gori.lg.jp

）へ
。

※
2
台
目
の
方
は
購
入
で
き
ま
せ
ん
。

安
全
安
心
課
1
66
◆

1
1
5
6

安
心
ひ
ろ
め
ー
る
に
登
録
し
よ
う

各
種
情
報
を
メ
ー
ル
で
配
信
す

る
サ
ー
ビ
ス
を
行
っ
て
い
ま
す
。

防
災
行
政
無
線
放
送
の
内
容
も

確
認
で
き
ま
す
。

・
火
災
、
防
災
情
報（
気
象
情
報
）

・
不
審
者
、
犯
罪
情
報

・
同
報
無
線
放
送
情
報

http://gg.city.gam
agori.ai

chi.jp

か
ら
登
録
し
て
く
だ
さ
い
。

企
画
広
報
課
1
66
◆

1
1
4
5

点
字
広
報
・
声
の
広
報
を

発
行
し
て
い
ま
す

目
の
不
自
由
な
方
の
た
め
に
、

広
報
が
ま
ご
お
り
の
点
字
版
と
カ

セ
ッ
ト
テ
ー
プ
版
を
発
行
し
て
い

ま
す
。
ご
希
望
の
方
は
、
社
会
福

祉
協
議
会（
☎
69
◆

３
９
１
１
）

へ
。

福
祉
課
1
66
◆

1
1
0
6

手
当
を
振
り
込
み
ま
す

特
別
障
害
者
手
当
・
障
害
児
福

祉
手
当
・
経
過
的
福
祉
手
当
の
2

月
〜
4
月
分
を
5
月
10
日
㈪
以
降

に
、
受
給
者
指
定
の
金
融
機
関
に

振
り
込
み
ま
す
。
確
認
し
て
お
受

け
取
り
く
だ
さ
い
。

清
掃
課
1
57
◆

4
1
0
0

ユ
ト
リ
ー
ナ
情
報

5
月
5
日
㈷
は
し
ょ
う
ぶ
湯
で

お
楽
し
み
く
だ
さ
い
。

小
学
生
以
下
の
子
ど
も
さ
ん
に

は
ゲ
ー
ム
と
プ
レ
ゼ
ン
ト
が
あ
り

ま
す
。

ご
家
族
お
そ
ろ
い
で
お
越
し
く

だ
さ
い
。

問
合
先　
ユ
ト
リ
ー
ナ
蒲
郡

　

☎
57
◆

０
１
２
３

環
境
課
1
66
◆

1
1
2
1

生
ご
み
処
理
機
な
ど
の

購
入
費
を
補
助
し
ま
す

平
成
22
年
度
の
生
ご
み
処
理
機

な
ど
の
補
助
金
申
請
を
受
け
付
け

ま
す
。（
4
月
1
日
〜
平
成
23
年
3

月
31
日
ま
で
に
購
入
し
た
も
の
）

◆
補
助
対
象

補
助
率
は
全
機
種
と
も
購
入
価

格
の
45
％
で
す
が
、
そ
れ
ぞ
れ
に

限
度
額
が
あ
り
ま
す
。

○
生
ご
み
堆
肥
化
容
器（
コ
ン
ポ

ス
ト
）

　

容
量
100
ℓ
以
上
で
、
1
世
帯
2

基
ま
で（
補
助
限
度
額
1
基
3

千
円
）

○
密
封
発
酵
容
器（
ぼ
か
し
容
器
）

　

容
量
9
ℓ
以
上
で
1
世
帯
2

基
ま
で（
補
助
限
度
額
1
基
千

円
）

○
生
ご
み
処
理
機

　

生
ご
み
を
減
量
、
消
滅
ま
た
は

堆
肥
化
さ
せ
る
機
器
で
、
1
世

帯
1
基
ま
で（
補
助
限
度
額
1

万
円
）

補
助
要
件

・
市
内
在
住
の
方
が
市
内
の
業
者

（
市
が
認
め
る
団
体
を
含
む
）

か
ら
購
入
し
た
も
の

・
市
税
を
滞
納
し
て
い
な
い
こ
と

※
申
請
方
法
な
ど
、
詳
し
く
は
環

境
課
へ
お
問
い
合
せ
く
だ
さ
い
。

児童課 ☎66◆1108子ども手当が創設されました
　次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援するために、「子ども手当」を支給する制度が創
設されました。対象の方には申請書などを送付しましたので、手続きをしてください。
　該当される方で届かない場合は、児童課へお問い合わせください。

★支給対象　中学校修了前までの子どもを養育している方（所得制限なし）
★支給額　　子ども１人につき、月額13,000円
★支払月　　６月・10月・２月に、前月までの４カ月分を支払います。
　　　　　　※初回６月は、２月・３月分の児童手当額と４月・５月分の子ども手当額の合計額
★申請方法　 ９月30日（木）までに直接または郵送で児童課へ。（公務員の方は勤務先にお問い合

わせください。）
★必要書類

対象区分 市からの送付書類 添付書類
児童手当を受給していない方 申請書 申請者の健康保険証および預金通帳の写し
児童手当受給者で中学２・３
年生の子どもがいる方 子ども手当認定通知書、申請書 申請者の健康保険証の写し

上記以外の児童手当受給者 子ども手当認定通知書 申請不要

2010.5
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